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就職の決まっていない社会保険庁職員への対応策について 

 

本年末をもって社会保険庁が廃止され、来年 1 月から日本年金機構が

設立されますが、それに際して、就職の決まっていない社会保険庁職員へ

の対応策について、別添のとおり取りまとめましたので、公表します。 
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就職の決まっていない社会保険庁職員への

対応策について

１．日本年金機構の准職員の追加募集

○ 日本年金機構においては、採用内定者の辞退もあるため、

機構の年金業務に支障を来さないよう、分限免職になる可能

性のある社会保険庁職員のうち懲戒処分を受けていない者(＊)

を対象に、170人程度、准職員（＊＊）の追加募集を行う。

＊ 昨年7月に閣議決定された「日本年金機構の当面の業務運営

に関する基本計画」においては、懲戒処分を受けた者は、日本

年金機構に採用されないこととされている。

＊＊「准職員」は、日本年金機構の有期雇用の職員であり、当初

は1年間、以後更新により最大で7年間の雇用期間となる。

○ なお、今後約2年間、年金記録問題に集中的に取り組むこと

としており、日本年金機構の取組体制を強化するため、社会

保険庁から厚生労働省への転任内定者の一部(130人)を平成24

年3月までの2年3か月間、日本年金機構に出向させる。

２．厚生労働省の非常勤職員としての採用

○ 厚生労働省において、非常勤職員を200～250人程度、公募

する。(2年3か月の範囲内)

○ この公募には、分限免職になる可能性のある社会保険庁職

員(懲戒処分を受けた者及び懲戒処分を受けておらず日本年金

機構不採用の者を含む。)も民間人も応募できることとする。

11月16日現在で、就職の決まっていない者約500人であり、

そのうち、懲戒処分を受けた者約300人、懲戒処分を受けて

いない者約200人である。



参考

日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画（抜粋）

平成２０年７月２９日閣議決定

Ⅳ 職員採用についての基本的考え方

・ 特に、国民の公的年金業務に対する信頼回復の観点から、

懲戒処分を受けた者は機構の正規職員及び有期雇用職員に

は採用されない。

Ⅵ 機構の発足に向けて

・ 機構に採用されない職員については、退職勧奨、厚生労働

省への配置転換、官民人材交流センターの活用など、分限免

職回避に向けてできる限りの努力を行う。


